
 

広報規程 

 

［ 

制定 令和６年４月 26日 

］ 最終改定 令和６年４月 26日 

 

（目的） 

第１条 この規程は、公益社団法人におい・かおり環境協会（以下「本協会」という。）が発行する

においに関する広報について、その実行体制等必要な事項を定めるものである。 

 

（広報委員会） 

第２条 前条の目的を達成するため、定款第５３条の規定に基づき、広報委員会を置く。 

２  広報委員会は、広報担当理事及び若干名の委員をもって構成する。 

３  委員は正会員又は学識経験者の中から会長が委嘱する。 

４  広報委員会には委員長、副委員長をおくこととし、会長が指名する。 

５ 委員の任期は２年以内とし、再任を妨げない。 

６ 広報委員の欠員を補充した場合の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

(委員会の役割) 

第３条 広報委員会は、主に国内における広報活動に関わる次の各号の業務を実施する。 

一 ホームページ及びメーリングリストの運用・管理・更新 

二 会員・非会員に対するイベント等の告知 

三 マスメディアからの出演依頼への対応および人選 

四 他団体等からの後援、協賛依頼への対応 

五 その他本協会の広報に必要な事項 

 

（会議） 

第４条 委員会は、委員長が必要と認めた場合、随時開始する。 

２ 委員会は、オンラインミーティング（電子メール含む）を用いて行うことができる。 

３ 委員会には、委員長が必要と認める時、構成員以外の者の出席を求めることができる。 

 

（改廃） 

第５条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。 

 

附則（令和 6年４月 26日第１回通常理事会承認） 

この規程は、令和６年４月 26日から施行する。 


